
（別紙） 

議案第１４号 八千代市下水道条例の一部を改正する条例の制定につい

ての修正案 

 

第１条の条名を削る。 

第２条を削る。 

附則第１項を「この条例は，平成２６年４月１日から施行する。」に改める。 

附則第２項中「第１条の規定による」を削る。 

附則第５項及び第６項を削る。 


